
 

障害者雇用促進企業登録申請の手引き  

 

 

令和８年７月１日  

                                       和歌山県会計局総務事務集中課  

 

１．企業の定義  

障害者雇用促進企業とは、次のすべてに当てはまる事業者のことをいいます。  
 

  （１）和歌山県物品の購入、役務の提供等の競争入札参加資格を有すること  

    （ただし、役務の提供については優先調達の対象ではありません。）  
 

  （２）和歌山県内に本店、支店、営業所等を有すること  
 

  （３）県内事業所において過去１年間の各月の初日において、下記の雇用状況を満たし

ていること  
 

    ア．令和８年７月以降の月  

     ①従業員数が３７．５人以上の場合  

       →県内事業所において、障害者雇用率が５．４％以上であること  

        ②従業員数が３７．５人未満の場合  

       →県内事業所において、障害者を１人以上雇用していること  
 

    イ．令和８年６月以前の月  

     ①従業員数が４０．０人以上の場合  

       →県内事業所において、障害者雇用率が５．０％以上であること  

        ②従業員数が４０．０人未満の場合  

       →県内事業所において、障害者を１人以上雇用していること  
 

      ※１ 障害者雇用率については、障害者雇用状況計算書（第２号様式）により  

計算してください。  

     ２ 従業員数は、県内事業所だけでなく、事業主が雇用するすべての従業員が      

対象となります。  

 

２．提出方法  

      指定の様式（第１号、第２号）に必要事項を記載して、県庁総務事務集中課へ提出  

してください。（郵送又は電子メール）  

 

３．申請書の受付期間  

（１）定期申請 令和８年１０月１日から１０月３１日まで 
 
 （２）随時申請Ａ．令和８年８月３１日まで（受付中） 
 

（３）随時申請Ｂ．令和９年１月４日から令和１１年８月３１日まで 
 

※郵送の場合は当日消印有効 

 

４．有効期間  

（１）定期申請 令和９年１月１日から令和１１年１２月３１日まで  
 

 （２）随時申請Ａ．登録を認められた日から令和８年１２月３１日まで 
 
 （３）随時申請Ｂ．登録を認められた日から令和１１年１２月３１日まで  
 

       ※ただし、登録の要件を満たしているか、年に１度確認します。  



 

 ５．その他  

   登録された場合、要綱の５の規定に基づき名簿を公表します。  

登録された場合であっても、必ずしも受注に結びつくとは限りませんので予めご了  

  承ください。  

 
 

  問い合わせ先  

    和歌山県 総務事務集中課 物品班  

    〒640-8585（県庁専用） 

    和歌山県和歌山市小松原通１丁目１番地 

    電話 073-441-2291～2294（直通） 

  メール buppin1202002@pref.wakayama.lg.jp  
 



留意事項及び記入要領  

 

 

◎ 障害者雇用促進企業登録申請書（第１号様式）  

 

 １ 申請者業者ＩＤ  

   競争入札参加資格者名簿に記載された業者ＩＤを記入してください。  

 

 ２ 所在地、商号又は名称  

   競争入札参加資格審査申請書の申請者欄に記載した内容で記入してください。  

 

 ３ 業種  

   日本標準産業分類による業種を記入してください。  

 

 ４ 常用雇用労働者の数  

   県外事業所も含め、事業主が雇用する全従業員数（障害者の雇用の促進等に関する  

法律施行規則別表第４の規定による除外率により算定した従業員数）を記入してくだ

さい。  

 

 ５ 県内の事業所数  

県内に所在地を有する本社、支社、支店、営業所、工場、事業所等、全ての事業所     

等の合計数を記入してください。  

 

 ６ その他  

   厚生労働省所管のハローワークへ直近に提出した障害者雇用状況報告書の写しを添

付してください。  

 

 

◎ 障害者雇用状況計算書（第２号様式）  

 

 １ 障害者雇用状況計算書は、障害者の雇用の促進に関する法律施行規則（昭和 51 年  

労働省第 38 号）第８条に準じ、県内事業所の状況について記入してください。県内に

複数の事業所等がある場合は、それらを合計し作成してください。  

 

  ２ 商号又は名称、所在地  

第１号様式に記載した内容としてください。  

 

 ３ 除外率  

別表「除外率設定業種および除外率」の該当する率を記入してください。該当しな

い場合は「０」と記入してください。  

 

  ４ 障害者雇用算定年月  

   申請月の前月以前１年間とします。  

 

  ５ 常用雇用労働者数（Ａ）  

     常用雇用労働者とは、次のように１年以上継続して雇用される者をいいます。ただ  

し、雇用保険上の「短時間労働被保険者」であるものについては含まれません。  

   ア 雇用期間の定めのない労働者  

   イ 一定期間（１ヶ月、６ヶ月等）を定めて雇用される者であっても、その雇用期    

間が反復更新されて事実上アと同様の状態にあると認められる者  



   ウ 日々雇用される者であっても、雇用契約が日々更新されて事実上アと同様の状    

態にあると認められる者  

 

     注１ 「出向中」の労働者は、原則として、その者が生計を維持するのに必要な

主たる賃金を受ける事業主の労働者として取扱います。なお、いずれの事業

主の労働者として取り扱うかについては、雇用保険の取扱を行っている事業

主の労働者として取り扱って差し支えありません。  

       注２ パートタイム労働者や生命保険会社の外務員等については、雇用保険の被

保険者として取り扱われているかどうかによって判断してください。  

 

 ６ 短時間労働者（Ｂ）  

     短時間労働者とは、原則として雇用保険の短時間労働被保険者となる方ですが、具  

体的には少なくとも次の要件に該当することが必要です。  

      ア １週間の所定労働時間が、２０時間以上３０時間未満であること  

      イ １年以上引き続き雇用されることが見込まれること  

 

 ７ 常用雇用労働者数（Ｃ）  

   常用雇用労働者数（Ａ）と、短時間労働者数（Ｂ）に０．５を乗じて得た数の合計  

を記入してください。  

 

  ８ 算定基礎労働者数（Ｄ）  

   法定雇用障害者数の算定の基礎となる県内事業所の労働者数です。  

   Ｃ－Ｃ×除外率÷100 で算出した人数を記入してください。下線部の数に１人未満  

の端数が生じるときは、その端数を切り捨ててください。  

 

 ９ 常用雇用障害者数  

   Ａに記入した人数のうち、障害者である常用雇用労働者の数を各区分により記入し、  

次の算式により算出し、計（Ｈ）に記入してください。  

      （Ｅ×２）＋Ｆ＋Ｇ  

 

 10 短時間雇用障害者数  

   Ｂに記入した人数のうち、障害者である短時間労働者の数を各区分により記入し、  

次の算式により算出し、計（Ｌ）に記入してください。  

   Ｉ＋（Ｊ×０．５）＋Ｋ  

 

 11 障害者雇用率（Ｎ）  

次の算式により算出し、小数点以下２桁を四捨五入してください。  

Ｍ÷Ｄ×１００  

 

    ※ 県外事業所を含めた常用雇用労働者の数（第１号様式の２欄）に基づき、各月の

障害者雇用率（Ｎ）又は障害者雇用状況の合計（Ｍ）が、手引き本文の１．（３）

ア．令和８年７月以降の月及びイ．令和８年６月以前の月に応じ、それぞれの条件

を満たしていることが必要となります。  

 

※  この様式は、１年ごとに同様に作成し、提出してください。  

  



 

【参考】  

 

 障害者の規定  

 １ 身体障害者  

   原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が１級から６級に該  

当する者及び７級の障害を２つ以上重複している者とします。  

 

 ２ 重度身体障害者  

   身体障害者のうち１級又は２級の者及び３級の障害を２つ以上重複することによっ  

て２級に相当する障害を有する者とします。  

 

 ３ 知的障害者  

   児童相談所、知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）第 12 条第１項に規定す  

る知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法  

律第 123 号）第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は  

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）第 19 条の障害者職業  

センターにより知的障害者と判定された者をいいます。  

 

 ４ 重度知的障害者  

   知的障害者のうち知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。具体的には、  

次のいずれかの場合に、重度知的障害者に該当することとなります。  

  ア 療育手帳で程度が「Ａ」とされている者  

     イ 児童相談所、知的障害者福祉法第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所、   

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条第１項に規定する精神保健福祉セ   

ンタｰ、精神保健指定医による療育手帳の「Ａ」に相当する程度（特別障害者控除    

を受けられる程度等）とする判定書をもらっている者  

    ウ 障害者職業センタｰにより「重度知的障害者」と判定された者（重度障害者介助    

等助成金、特定求職者雇用開発助成金、職場適応訓練の適用等に当たって行われて   

いる「知的障害の程度が重い」範囲と同様の範囲で判定が行われます。）  

 

 ５ 精神障害者  

   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害   

者保健福祉手帳の交付を受けている者  

 



除外率（経過措置）                                         別表 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 別表第４(附則第１条の３関係) 

 

除 外 率 設 定 業 種 

 

除 外 率 

 

・非鉄金属第一次製錬・精製業 

・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。） 

 

        ５％ 

 

・建設業 

・鉄鋼業 

・道路貨物運送業 

・郵便業（信書便事業を含む。） 

 

 

       １０％ 

 

 

・港湾運送業 

・警備業 

 

       １５％ 

 

・鉄道業 

・医療業 

・高等教育機関 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

 

 

       ２０％ 

 

 

・林業（狩猟業を除く。） 

 

       ２５％ 

 

・金属鉱業 

・児童福祉事業 

 

       ３０％ 

 

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。） 

 

       ３５％ 

 

・石炭・亜炭鉱業 

 

       ４０％ 

 

・道路旅客運送業 

・小学校 

 

       ４５％ 

 

・幼稚園 

・幼保連携型認定こども園 

 

       ５０％ 

 

・船員等による船舶運航業等の事業 

 

       ７０％ 

 

  
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち林業（狩猟業を除く。）、特別支援学校（専ら視覚障害者に対する
教育を行う学校を除く。）及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類（令和 5 年
総務省告示第 256号）において分類された業種区分によるものとする。 


